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２ 講演録 

 

（１）ギャンブル依存症について 

講師：独立行政法人国立病院機構 琉球病院 院長 村上 優 

 

≪ギャンブル依存をとりまく社会の現況について≫ 

最近は病的賭博という診断

名を明記しても保険、診療費

がいただけるようになった。

随分この問題に関する理解が、

深まっていると考えている。 
資料で簡単に話をすると、

ギャンブルの定義は、法律に

もあるので特に触れないが、

日本のギャンブル依存の問題

はパチンコである。パチンコ

そのものは公営ギャンブルと

いう視点ではなく、法律も違

う点から規制されている。 
例えば治療をしていてパチ

ンコの問題が起こっていても、

福岡にいた頃は競艇が一番問

題であった。掛金の額が違う

ので、出来事の大きさはパチ

ンコのように積み上げていく

額よりは、1 回の使用金額が

かなり大きいので多額の借金をされる方がいた。 
国内ギャンブルにおいての主要な問題はパチンコであるが、パチンコに関

しては西原町にリカバリーサポートネットワーク（RSN）があり、電話相談

を中心としているが、全国的にネットワークされており、相談で対応してい

くもので、高い評価がなされている。 
パチンコ業界の現状は省くが嗜癖（しへき）行動という視点に関して、ギ

ャンブル依存をどう考えていくのか。 
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アルコール依存や、薬物依

存を診ていると、その中にギ

ャンブルで亡くなっていく一

部の人たちとかなり多く出会

う。この習慣、衝動性とは、

別の言葉で問題としてあるが、

刺激行動、つまりアディクシ

ョンという説明概念がある。

これはアルコール、ギャンブ

ルを一つのものとして考えるとき、有用な概念である。 
嗜癖行動とはコントロールできなくなった悪い習慣であると。我々の行動

は普段は殆ど習慣づけたものとして行動しているが、それが悪い習慣になっ

たときにする行動を刺激行動という。一番分かりやすいものは物質刺激で、

薬物、アルコールである。アルコールも、アメリカの禁酒法のように全て悪

いと考えた時代もあったが、今は全体を悪と考えるのでなく、飲酒習慣のコ

ントロールができなくなったことが問題だというように考えられている。 
 

≪ギャンブル依存の医学的根拠・概念・診断基準について≫ 

アルコール依存は酒のコントロールができなくなっているという行動面だ

けではなく、幻覚、震え、発汗などの身体依存が出てくるといった生物学的

な基礎が明確なので物質依存の病気の概念として理解されやすい。 
もう一つは関係依存がある。関係嗜癖ともいわれているもので、人間関係

の依存の意味である。よく言われるのが共依存で、嗜癖行動とは悪い習慣で

コントロールできないものだが、それにのめり込んでいる本人は自覚ができ

ない。嗜癖行動を維持するためには誰か協力者が必要になる。お酒を続けて

いる方の場合、本人だけならすぐに経済的、身体的破綻が出てくる。奥さん

が一生懸命代わりに働いて経済的サポート、介護をする。そしてアルコール

依存が危機的にならないように支えていく人がいる。その人との関係が続い

ていく。色々な観点があるが、依存している人に一緒になって依存している

人たちを共依存という。 
この概念は治療をしていく場合非常に重要で、依存患者はアルコールだけ

でなく、ギャンブルに関しても、自覚がないので周りや家族が困る。家族が

支えていくが、その支え手にカウンセリングすることによって関係性が変わ

り、本人の受診につながる。 
例えば普通の公務員の方でトータル 1 億円の借金をした方がいる。競艇ギ

ャンブルで 2,000 万円ずつ借金していた。いよいよ SOS を出すとき、山にこ

もって自分ではどうしようもなくなったので首をつると電話で奥さんに言う
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と、「私がなんとかする」と慰めるから本人が帰ってくる。奥さんは親族から

お金を借りて借金を返し、3 年すると再度同じことが起き、それを 5 回繰り

返していた。周りを巻き込んでいくという構図がある。奥さんが最初の時点

で、もうどうしようもないと手を挙げていれば早い時点で介入できる。この

ような事例を共依存といい、治療を行うときのキー概念になる。 
 

≪ギャンブル依存の段階別の内容について≫ 

もう一つはプロセス依存と

いって、行為へのプロセスが

嗜癖行動にあたる。この一番

の代表がギャンブルである。

これは疾患として、アルコー

ルであればお酒をやめれば離

脱できる、薬物であれば幻覚

がでるといった状態がなくな

るが、ギャンブル依存は生物

学的基礎、病気としての位置

づけが非常に不明確である。 
そこで国際診断分類 ICD、

アメリカの診断分類 DSM に

おいて診断基準を設けている。

この診断基準そのものは 20
年以上前に作られたものであ

るが、日本の健康保険で病気

として認められるようになっ

たのは、比較的最近のことで

ある。ICD10 はよく使う分類であるが、そこでは習慣及び衝動の障害の中に、

病的賭博が位置づけられている。 
プロセスアディクションに関しては、ギャンブルだけでなく、最近問題に

なっている事象が分類の個々に位置づけられている。最近インターネット依

存という表現があるが、これもプロセス依存に組み込まれている。買い物依

存もそれにあたる。暴力、性的なものも含めて、それらが習慣化し、コント

ロールできなくなった時点でこの診断をつけることになっている。逆にこの

概念を広く解釈しはじめると、膨らみすぎて、定義を明確にしなくてはいけ

なくなる。
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定義は DSM-4 に個々に基準

が書いてあるようなことであ

る。「囚われている」という状

態の精神依存や、欲求、渇望

が出てくる事態、抑制（コン

トロール）障害、タバコを吸

わないと落ち着かなくなるの

は離脱症状とは違う面もある

が、そのような状況もある。 
逃避する手段、不快な気分

を解消するための手段として

賭博をする、また、摩った金

を取り戻そうとする際の嘘や

非合法的な行為に移っていく

ような社会的な行為が段々と

広がっていく点については診

断基準の中に記されている。 
最終的には、負の強化への

抵抗というが、人間関係、仕

事ができないなど社会的に破

綻をしていく状況が起これば

変わろうとするのが普通の流

れだが、マイナスのことが起

こっているのにも関わらず抵

抗していくという状況がある。

これらの項目のうち 5 項目以

上あれば、病的賭博と診断づ

けるのが DSM の考え方であ

る。ICD10 では同じような診断基準として、資料にあげられているような点

となっている。ICD10 は WHO が作り、DSM-4 はアメリカの精神医学会が作

ったもので両方とも似てはいるが、どちらかといえば ICD10 の方がシンプル

に書かれている。 
コントロールができない症状や、負の作用が起こっているのに行動の修正

ができない、あるいはやめようとしても渇望が起こっているといったことは、

実をいうと薬物・アルコール依存（精神作用物質使用障害というのはアルコ

ールに限らず、薬物依存も含めた診断基準）に含まれていることと非常に似

ている。9 ページ目にあるが、アルコールでも薬物でも同様の診断基準だが、

これら 6 つの中の 3 つがあればアルコール依存と診断されることになる。渇
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望、コントロール障害、離脱症状、身体異常、繰り返すことによる耐性の問

題、興味の範囲が狭くなり、ギャンブルに置き換えれば理解しやすいかと思

うが、お酒、薬物などが中心の生活、負の強化への抵抗の事態というのはア

ルコールと全く同じことになる。 
アルコールとギャンブルの

メカニズムは心理的には同一

のものであり、ギャンブル依

存に置き換えて、どういった

病気なのかを説明すると、慢

性的に進行性に経過するとい

うプロセスの刺激の問題があ

る。 
もう一つは、そのままの状

況にしておけば、どちらにせ

よ破綻をきたす。破綻をきた

さなければ病気とは言わない。

ギャンブルは全てが病気では

ない。ギャンブル依存になる

方は非常に少数で、アルコー

ル依存の有病率は日本では

3%であり、日本全体の飲酒人

口は全体の 60%で、その中の

3%ということになる。 
ギャンブル依存についても

行動異常が出てくる方が病気

と判断される。ギャンブルの場合は、最終的に経済的な問題が症状として出

てくる。お金を湯水のごとく使っても経済的な状態が起こらない方は、破綻

がこないので依存と言わない。破綻がきたところで依存という問題が出てく

る。 
破綻がくると追い詰められるので、死や薬物依存、社会的問題として犯罪

行為等に結びつく割合が出てくるだろう。しかしながらこれに関しては現在

証拠がない。アルコールの飲酒調査に関する日本のデータは 20 年前が直近の

ものであり、大々的な飲酒調査が今年これから 3 年間にわたり計画されてい

る。つい最近、厚生労働省から、ギャンブルについての項目も入れて欲しい

との依頼があった。ギャンブル依存に関しては、データがないのでアルコー

ル依存の調査と併せてデータを出してほしいという指示があった。 
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≪ギャンブル依存の課題・対処法に関して≫ 

もう一つ重要なことはアディクションがクロスしている（クロスアディク

ション）ということがある。アルコール依存の方がギャンブル依存になるな

ど。例えばギャンブルでどうしようもなくなり、お酒に逃げて、結局お酒で

もどうしようもなくなり、受診するとアルコール依存という診断になるが、

深く診ていくとギャンブルの問題があったということになる。 
この割合は全体としてデータはないが、2 割ぐらいいるだろう、逆にいう

と、クロスアディクションが 2 割いるということになる。また飲酒がやんだ

が、ギャンブルにのめり込んで、問題が移行していくこともある。 
断酒会では、お酒だけでなく、ギャンブルもやめるよう指導する。この病

気というのは恐らく心理的なメカニズムが非常に似ている中で起こってくる

事態である。 
家族など、周囲の人々を巻

き込んで、大きな影響を与え

ていく状態がある。有病率の

基礎研究はなく、見てきた中

でアメリカの 1999 年の調査

データがある。事務局の資料

は 1997 年のものだが。これを

みると年間の有病率が、人口

比で 0.9%、アルコール依存が

7.2%、薬物依存が 2.8%であっ

た。日本はアルコールの有病

率が大体 3%であり、アメリ

カと同じような性質の中で起

こってくるのであれば、日本

はもう少し有病率が低いとい

う可能性は期待としてあるが、

データはないので、これから

我々がデータをとっていかな

ければならないと思っている。 
ただ、資料に、ギャンブル

依存はどのように進行するの

か、家族は進行に対してどう関与するのか、治療はどうするかについて示し

ているが、一番問題なのは本人がそれを認識しないので、いかに家族に対し

アプローチしていくかの相談機関が重要である。家族が破綻するケースは経

済的な問題がでてきたときである。
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借金の問題が前面に出てきて

初めて困るという事態になる。

アルコール依存の場合は、お

酒を飲んで暴力が出てくるな

どだが、ギャンブル依存の場

合はアルコール等の問題がな

く、ギャンブルのみが進行し

ており、ある意味お金を借り

るのも非常に上手く、水面下

でどんどん進行するのでパワ

フルである。 
破綻するのは経済的な部分なので、この問題にどう介入するのかが非常に

大きなポイントになる。介入の方法は様々であり、肩代わりをせずに、本人

に責任をとらせながら、追い詰めないように、制度を利用しながら治療を進

めていくという方法がある。家族療法がうまくいったケースでは家族が病院

に相談に来て、本人は長くても 3 ヶ月程で病院に来るというパターンが多か

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アルコール依存症の進行と回復 

アルコール依存症という病気における家族の進行と


	報告書080513.pdf
	報告書②080515.pdf



